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 4. 基準財政需要額の補正効果の検証 

 

◆ 市町村算定の補正効果の状況 

  最後に基準財政需要額の補正効果について検証する。普通交付税の算定式は単位費用

×（測定単位×補正係数）であり、補正前の基準財政需要額が単位費用×測定単位、補

正後の基準財政需要額が単位費用×測定単位×補正係数とみれば、両者の比率が最終的

な補正係数による基準財政需要額の割り増し効果ということになる。 

  そこで公債費を除く補正前の基準財政需要額を「基礎需要額」、補正後の基準財政需

要額を「補正需要額」と定義し、市町村算定について経年的な補正率（補正需要額／基
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礎需要額）を試算する。 

  なお、用いるデータは市町村の一本算定の基準財政需要額で、全体の傾向をみるため

交付団体、不交付団体をあわせた総額により試算する。 

  図表９－１は2000年度以降の市町村の基礎需要額と補正需要額および補正率の推移で

ある。 

  補正率は減少傾向を続け2011年度は1.24となっており、最終的な補正係数による割り

増し効果が総体として低下していることがわかる。 

  基礎需要額の推移をみると補正率の動向とは対照的に増加傾向にあり、2000年度の

14.8兆円から2011年度には17.2兆円まで増加しており、とくに2009年度以降は前年度比

の伸び率が高く、2009年度が2.71％、2010年度が4.47％、2011年度は比較的低く1.24％

となっている。いずれにしても経年的な傾向としては単位費用×測定単位の算定段階で

は基準財政需要額は増加にあることがわかる。 

  この要因として考えられるのは第一に測定単位の影響である。 

  測定単位の傾向は教育費関連や産業経済費関連などを除けば、増加傾向にある項目が

多く、たとえば国調人口や高齢者人口、道路の延長や面積など基準財政需要額のなかで

高い割合を占める項目は、長期増加傾向あるいは安定傾向にあるものが多い。これによ 

 

図表９－１ 基準財政需要額と補正率の推移（市町村分 一本算定 公債費除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲「計数資料」の各年度データより作成 
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 り単位費用が減少する場合でもこれを一定程度相殺しているとみられる。 

  2011年度算定においても教育関連や産業関連以外の測定単位はほとんど前年度比増と

なっており、前年度と比較して単位費用の多くがマイナス値をとるにもかかわらず、増

加している。 

  第二に需要額に占める割合が高い項目で単位費用が増加していることである。具体的

には厚生費関連において顕著であり、生活保護費、社会福祉費、高齢者保健福祉費など

社会保障関連需要の増加により、基礎需要額全体を牽引にしている可能性である。 

  第三に2009年度以降についてはいわゆる地財計画の別枠加算の影響が考えられる。現

在、地財計画の特例項目として１兆円前後が計上され、これを基準財政需要額の特例項

目や通常項目に反映させており、これが単位費用の増加要因となって基礎需要額を押し

上げている効果である。先ほどみたように基礎需要額の伸びは別枠加算導入以降高く

なっており、こうした臨時的な対策の効果が表れているとみられる。 

  一方、補正需要額の傾向をみると2000年度の23.1兆円から2008年度の20.5兆円と減少

傾向にあった。ところが2009年度から増加に転じ、2011年度には21.4兆円まで増加して

いる。この間、補正率は低下し続けているので補正係数の直接的な影響ではなく、基礎

需要額の上昇が補正率の低下を相殺して補正需要額を押し上げているものと考えられる。

とりわけ別枠加算が多くの単位費用を押し上げた2009、2010年度の影響が大きいことが

推察される。 

  2009年度以降、地財対策において積極的な交付税総額の確保策が講じられているが、

交付税算定における配分レベルでみると、従来のように高い補正を通じて個別自治体へ

の配分機能を高めながら需要額全体を伸ばしているのではなく、単位費用と測定単位の

レベルでいわば標準的な経費自体を充実させて、需要額全体を伸ばす算定へと構造が変

化していることがうかがわれる。 

 

◆ 市、町村別の補正率の状況 

  補正率が低下しているということは、全体として交付税総額を個別自治体の事情に応

じて配分するいわば個別配分機能が低下しているということであり、逆にみれば個別自

治体の財政需要を平均的に算定する機能が相対的に高まったとみることができる。そう

であるならば、条件不利地域を多く含む町村においても、同様に補正率が低下している

のであろうか。 

  図表９－２はさきほどの補正率の算定を市と町村別に分析したものである。いずれも
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2000年度から2008年度にかけて減少傾向にあり、市では1.50から1.26、町村では1.72か

ら1.53まで低下している。とりわけ三位一体改革が展開された2000年代前半、段階補正

の見直しや数値急減補正の廃止縮減、事業費補正の見直しなど補正係数の整理が行われ

ており、町村の補正率が大きく減少しているのが注目される。 

  ところが2009年度以降は市、町村の補正率の傾向に変化がみられ、市では引き続き低

下する一方で町村ではその歯止めがかかり2011年度まで横ばいで推移している。この時

期は2002年度から2004年度まで講じられた段階補正の縮減などにより、自治体間の財政

格差の拡大が地方自治体などから指摘され、交付税算定における格差是正が意識され、

頑張る地方応援プログラム（2007～2009年度）、地方再生対策費（2008年度～）、地域

雇用創出推進費などの別枠加算関連（2009年度～）、段階補正・人口急減補正の復元

（2010年度～）など、とくに町村への配分に有利な算定が採用されている。 

  交付税総額や補正率が減少するなかで、町村への配分が減少する傾向に歯止めをかけ

る算定が近年行われていることが推察される。直近の2011年度の算定結果でもその方向

に変更はみられない。 

 

図表９－２ 市、町村別の補正率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲「計数資料」の各年度データより作成 
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◆ 補正係数別の影響 

  では、具体的にどのような補正係数が補正率に寄与しているのか。その傾向を経年的

に検証してみよう。 

  分析方法は、地方交付税等算定計数資料に記載されている補正係数ごとの加算額を、

基礎需要額（補正前基準財政需要額）で割って、それぞれの割合を計算し、これらを積

み上げて表す（図表では加算額のみの倍率となるため、各年度の補正率から１を差し引

いた表示となる）。ただし、計数資料では累乗加算される補正係数のうち加算額が掲載

されているのは加算分(１)のみであるため、累乗項目（たとえば段階補正や普通態容補

正）は直接分析することはできない。そこで基準財政需要額の補正後の増加額の総額か

ら加算分の需要額を差し引いた残額を「その他」として、間接的にその他の補正の効果

を推計する。 

  なお資料の都合上、一本算定のデータを用い、交付団体、不交付団体の総計でみるこ

とで年度ごとの交付団体数の変化の影響を捨象する。 

  図表10は2000年度以降の補正率を補正係数別に積み上げたものである。補正率全体は

年々減少傾向にあることはすでにみたとおりであるが、補正係数別にみると事業費補正

およびその他の補正係数の動向が大きく影響している。 

  事業費補正は2002年度の0.138をピークに減少に転じ、2011年度は0.076まで低下して

いる。同補正係数は地方の投資単独事業の起債に対する実績ベースの交付税措置として

適用されてきたが、2002年度以降、適用廃止や算入率引き下げなどにより整理合理化が

図られた。さらに2010年度には前年度の地方分権改革推進委員会第四次勧告を踏まえ、

新規事業における事業費補正を原則廃止し、単位費用に算入するいわゆる標準事業費方

式への見直しが図られた。ただし、既発債および2009年度までに着手した継続事業、

「緑の分権改革」関連事業、2009年度以前に合併した団体の合併特例債、合併推進債の

元利償還金については適用が継続される。 

  一方、「その他」については、全期間を通じて減少傾向にあり2000年度の0.341から

2011年度には0.106まで低下しており、この間、いわゆる三位一体改革の時期にあたる

2004年度から2006年度に大きく下げている。 

                                                                                 

(１) 基準財政需要額を算出する際には、法令で項目ごとに規定された個々の補正係数同士を累乗

加算（乗じる、または加算する）した最終補正係数を測定単位に乗じた上で、最後の単位費用

に乗じる。個別補正係数による基準財政需要額の補正効果は、直接的には加算分しかとらえら

れないため、計数資料では加算分のみ増加額を記載している。 
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図表10 補正係数別の割り増し効果（市町村分 一本算定 総額） 
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してみよう(２)。 

  合併自治体は合併後10年間は合併算定替えが適用され、旧市町村単位で普通交付税を

算定した上でこれを合算する。高知市も旧高知市（2010年国調人口32万8,158人）、旧

鏡村（1,617人）、旧土佐山村（1,301人）、旧春野町（１万5,258人）それぞれの算定

が行われている。 

  したがって、中核市である旧高知市と小規模町村の算定を検証することで、段階補正

と普通態容補正の動向を比較検証することができる。 

  まず、旧高知市についての普通態容補正の算定状況を検証する。 

  普通態容補正は個別算定経費の連乗補正として多くの項目で適用されており、旧高知

市の算定結果でも割増補正の主要な要素であることが確認できる。 

  図表11は普通態容補正の適用項目別の推移を2000年度から５年ごとに表し、さらに

2011年度の結果を加えたものである。なお、2007年度の新型交付税の導入によって廃止

された企画振興費やその他の諸費などについては、分析対象から除外してある。 

  2000年度から2010年度にかけてほとんどの項目で減少傾向にあり、図表10でみた「そ

の他」の補正率の低下の一因が、都市自治体にかかわる普通態容補正にあることが推察

される。 

  2011年度算定では前年度比の減少項目はわずかで、おおむね前年度並みとなっている。

また、消防費、都市計画費、公園費、その他の教育費（人口）、清掃費、地域振興費

（面積）で若干増となっている。 

  このほか、加算係数である事業費補正についても検証したところ、旧高知市では15項

目で算定されており、2005年度から2010年度の期間に減少値をとった項目が多くみられ

た(３)。 

  以上のことから都市自治体ではこの２つの補正係数の影響が大きいことが確認できる。 

  次に、旧土佐山村についての段階補正の算定状況を検証する。 

  図表12は2005年度合併以降の同村の項目別の段階補正の推移を表したものである。な

お、旧高知市の分析同様に企画振興費などは除外した。 

  旧土佐山村は人口が１千人台であり、適用される段階補正の多くは先述した上限値を 

                                                                                 

(２) さらに2008年には春野村と合併している。 

(３) 2007年度に新型交付税が導入され、もともと事業費補正が適用されていた投資的経費が廃止

されたが、補正自体は当該経費の個別算定経費に移行したので、おおむね連続的にみることが

できる。 
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図表11 旧高知市の普通態容補正の推移 

 
 測 定 単 位 2000 2005 増減 2010 増減 2011 増減 

消 防 費 人 口 1.300 1.260 -0.040 1.216 -0.044 1.219 0.003 

道路の面積 1.058 1.058 0.000 1.056 -0.002 1.056 0.000 
道 路 橋 り ょ う 費 

道路の延長 2.805 2.805 0.000 2.504 -0.301 2.417 -0.087 

都 市 計 画 費 都市計画人口 1.130 1.128 -0.002 1.125 -0.003 1.126 0.001 

公 園 費 人 口 1.267 1.198 -0.069 1.176 -0.022 1.178 0.002 

下 水 道 費 人 口 1.953 1.952 -0.001 1.419 -0.533 1.414 -0.005 

そ の 他 土 木 費 人 口 1.393 1.343 -0.050 1.326 -0.017 1.318 -0.008 

児童数 1.082 1.023 -0.059 1.000 -0.023 1.000 0.000 

学級数 1.039 1.011 -0.028 1.000 -0.011 1.000 0.000 小 学 校 費 

学校数 1.073 1.023 -0.050 1.000 -0.023 1.000 0.000 

生徒数 1.085 1.023 -0.062 1.000 -0.023 1.000 0.000 

学級数 1.038 1.011 -0.027 1.000 -0.011 1.000 0.000 中 学 校 費 

学校数 1.072 1.023 -0.049 1.000 -0.023 1.000 0.000 

教職員数 1.012 1.012 0.000 1.000 -0.012 1.000 0.000 
高 等 学 校 費 

生徒数 1.005 1.004 -0.001 1.000 -0.004 1.000 0.000 

人 口 1.257 1.255 -0.002 1.244 -0.011 1.245 0.001 
そ の 他 の 教 育 費 

幼稚園の幼児数    1.000  1.000 0.000 

生 活 保 護 費 市部人口 1.050 1.069 0.019 1.001 -0.068 1.001 0.000 

社 会 福 祉 費 人 口 1.584 1.294 -0.290 1.192 -0.102 1.190 -0.002 

保 健 衛 生 費 人 口 2.155 1.786 -0.369 1.545 -0.241 1.477 -0.068 

高齢者保健福祉費 65歳以上人口 1.225 1.147 -0.078 1.087 -0.060 1.086 -0.001 

清 掃 費 人 口 1.528 1.462 -0.066 1.257 -0.205 1.262 0.005 

農 業 行 政 費 農家数 1.071 1.008 -0.063 1.000 -0.008 1.000 0.000 

林 野 水 産 行 政 費 林野及び水産業の従事者数    1.240  1.120 -0.120 

商 工 行 政 費 人 口 1.459 1.304 -0.155 1.254 -0.050 1.251 -0.003 

徴 税 費  1.023 1.008 -0.015 1.000 -0.008 1.000 0.000 

戸籍数 1.095 1.028 -0.067 1.000 -0.028 1.000 0.000 
戸籍住民基本台帳費 

世帯数 1.077 1.023 -0.054 1.000 -0.023 1.000 0.000 

地 域 振 興 費 面 積    1.143  1.146 0.003 

(資料) 高知市「普通交付税、地方特例交付金等及び臨時財政対策債発行可能額算出資料」より作成 

 

 とるものである。したがって、おおむね2006年度から2007年度以降、増加に転じた項目

が多くみられる。 

  段階補正のうち係数が高いものは地方再生対策費（2008年度～）、別枠関連（2009年

度：地域創出推進費、2010年度：雇用対策・地域資源活用臨時特例費、2011年度：雇用

対策・地域資源活用推進費）、生活保護費、包括算定経費（人口）、地域振興費（人

口）、保健衛生費、徴税費などである。 
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図表12 旧土佐山村の段階補正の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲「高知市普通交付税等算出資料」より作成 

 

  このうち、格差是正算定の性格をもつ別枠算定や地方再生対策費、条件不利地域の費

用を含む地域振興費の補正係数が高い点が注目される。 

  また、生活保護費については、合併算定替えの都合で旧土佐山村人口を市部人口とみ

なして算定しており、高い補正係数がかけられているが、2009年度以降は人口段階が最

も低い３万人未満のみ補正が引き下げられている。この理由は不明である。 

  保健衛生費や徴税費の段階補正の上昇についても具体的な理由は確認できなかった。 

 

◆ 格差是正算定の状況 

  ここ数年、地方再生対策費、頑張る地方応援プログラム（地域振興費等各種項目）、

別枠加算関連（2009年度：地域雇用創出推進費、2010年度：雇用対策・地域資源活用臨

時特例費、2011年度：雇用対策・地域資源活用推進費）などの算定が創設され、それぞ

れ、補正係数に条件不利地域への配分に重点を置いた算式が用いられ、いわば格差是正

算定が導入されている。 

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

消防費

その他土木費

その他の教育費

生活保護費

社会福祉費

保健衛生費

高齢者保健福祉費（65歳以上人口）

農業行政費

商工行政費

徴税費

戸籍住民台帳費（戸籍数）

戸籍住民台帳費（世帯数）

地域振興費（人口）

地方再生対策費

別枠関連

包括算定経費（人口）

段
階
補
正
係
数

2.180 2.150 2.170 2.390

2.850 2.995
3.180

4.113 4.128
4.470 4.530 4.539

9.360 9.360 9.360 9.503

9.360 9.360 9.503

4.978 4.978 4.978 5.039 5.058

6.801 6.589
6.806

6.589

4.515 4.853
4.917



 

－ 66 － 

●
－自治総研通巻402号 2012年４月号－●

 

  頑張る地方応援プログラムについては一部を除き廃止の過程にあるが、地方再生対策

費、別枠加算関連は継続されている。 

  そこで基準財政需要額に占める地方再生対策費および雇用対策・地域資源活用推進費

の需要額の割合について、市と町村別に表したのが図表13である。 

 

図表13 格差是正算定の効果（2011年度 一本算定総額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲「計数資料」より作成 

 

  2011年度における両項目をあわせた割合は市が1.3％、町村が3.2％と町村の基準財政

需要額に占める割合が高く、引き続き格差是正算定が機能していることがわかる。ただ

し、2010年度の算定結果と比較すると市で0.2ポイント、町村で0.7ポイント減少してい

る。 

  とりわけ地方再生対策費の減少が大きいことから、地財計画上の総額が3,000億円に

引き下げられたことにともなう単位費用の減少が、補正を通じて大きく影響したものと

推察される。 

  格差是正算定が小規模自治体においていかに大きな効果をもたらしているかを、先ほ

ど取り上げた旧高知市、旧土佐山村について分析したのが図表14である。 

  図表では2011年度の基準財政需要額の項目別構成比を旧高知市と旧土佐山村で比較し 
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図表14 基準財政需要額の項目別構成比（2011年度算定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲「高知市普通交付税等算出資料」より作成 

 

 ており、旧土佐山村における地方再生対策費の割合は4.1％、雇用対策・地域資源活用

推進費の割合が4.7％で、旧高知市の0.4％、0.5％と比較していずれも相対的に高い割

合を占めている。旧高知市のような都市部に比べて、旧土佐山村のような小規模自治体

において格差是正算定が大きく寄与していることがわかる。 

  なお、格差是正とはかかわらないが段階補正が適用されている包括算定経費の割合も

高くなっている。 
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 5. 近年の算定結果からみえるもの 

 

 2011年度の普通交付税の算定結果を踏まえ、最近の算定の動向から以下の特徴があげら

れる。 

 

① 別枠加算算定頼みの基準財政需要額 

  地財計画の動向からもわかるように給与関係経費と投資的経費が減少傾向にあるなか

で、各項目の単位費用の算定基礎となる人件費や建設事業費関連はいずれも減少要因と

して寄与する。そのなかで社会保障経費関連と別枠加算関連（雇用対策・地域資源活用

推進費および各項目における活性化推進対策費）が数少ない増加要因となっている。と

りわけ、別枠加算関連は交付税総額のかさ上げを目的に導入されていることから、各費

目の単位費用に積極的に加算されており、需要額へのプラス効果は大きい。2011年度は

多くの項目では減少するなかで別枠加算が数少ない増加要素であることから、結果的に

別枠加算頼みの構造となっている。 

  しかし、今年度の場合、活性化推進対策費が算定されている項目でも、単位費用が前

年度比で減少しているものが散見され、人件費関連のマイナス要因などがこれを上回っ

た可能性が推察される。その点、2010年度のように人件費の算定基礎となる給与単価が

上昇した年度とは異なる状況にある。 

  いずれにしても、別枠加算自体暫定的な措置で、その算定基礎も包括的なものであり、

政策的な対応に左右される。一応、地財計画上の別枠加算は税制の抜本改革までは継続

するとされているが、その額自体は国が決定するものであり、必ずしも安定的な算定を

保障するものではない。 

  将来的に一定の規模を確保するのであれば、別枠加算に相当する経費を段階的に具体

化し、振り替えていく必要がある。 

 

② 実態追従型の財源保障 

  地財計画と交付税算定に共通していえることであるが、国基準や政策よりも地方の予

算や決算などの地方の実態を反映させる要素が以前よりも多くなっており、実態追従型

の財源保障の傾向が強まっている感がある。 

  以前から地方の実態を経費算定に織り込むことは行われてきたが、これまでみてきた
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ように、給与関係の経費における人事委員会勧告の伸び率の採用や普通態容補正の個別

係数における自治体決算やシーリングの反映などここ数年の特徴といえる。 

  この背景には国の人事院勧告廃止の動きや地方分権改革における国の義務付け・枠付

けの見直し、国庫補助負担金の一般財源化など、これまでの標準的行政として参照され

てきた基準が見直される動きが影響している。これ自体は地方自治の観点から望ましい

ことではあるが、逆に地方の実態が標準となる要素が多くなり、個々の自治体の取組実

態が問われることになる。 

  国の行革の方針に過剰反応し、多くの自治体が各種合理化を加速させれば、その総体

が標準的行政を縮小させ、その結果、地方交付税総額を圧縮するならば財源保障のデフ

レスパイラルをもたらすことになる。 

 

③ 算定の標準化 

  補正係数の分析でみたように経年的に補正係数による補正率は減少しており、補正を

通じて個々の自治体の状況にあわせる配分機能は以前に比べれば低下し、単位費用と測

定単位中心の算定に重点が置かれる傾向にある。 

  その点では2010年度の事業費補正の原則廃止と元利償還の単位費用による標準事業費

算定化は代表的な見直しである。 

  もちろん、事業費補正に代表されるように国の政策誘導型の特殊な補正は見直される

べきであり、また、複雑な補正係数の算定を一括するなどの一定の合理化は必要である。

しかし、段階補正や普通態容補正などの基礎となる補正係数については、配分効果を鑑

みて適切な水準を検討すべきである。たとえば段階補正については現在、2002年度から

2004年度の削減額の３分の１程度が復元されているが、そのさらなる充実のあり方など

は検討に値する。 

  いずれにしても適正な補正の水準というのを客観的に規定することは困難であるが、

これこそ地方の実態を踏まえるべきであり、そのための制度設計を国と地方の協議の場

の議題とすることも一案である。 

 

④ 特例費目によるピンポイント補正 

  以上のような算定が標準化される傾向に対し、近年はとくに条件不利地域に対する配

分に重点を置いた、基準財政需要額の特例費目を通じた格差是正算定の方式が目立って

いる。2011年度は雇用対策・地域資源活用推進費がこれに該当するが、基本的な補正係
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数の補正率が低下するなかでの、配分のピンポイント化が技術的に行われているという

ことができる。 

 

⑤ 臨財債の財政調整機能の可能性 

  臨財債はその発行可能額を算定した上で、自治体の基準財政需要額総額から相当額を

控除し、実質的に普通交付税から臨財債に振り替えるかたちをとっている。従来の人口

基礎方式から財源不足額基礎方式に移行することで、交付団体間の財政力の差により基

準財政需要額から控除される発行額の割合に差が生じることになる。財源不足額基礎方

式に完全移行していないので判断できないが、少なくとも経過期間の算定では財政力の

高い自治体に高い係数が設定されており、相対的に高い割合の発行額が設定される。す

なわち財政力が高い自治体では普通交付税を臨財債に振り替えて一般財源を確保する比

率が高く、低い自治体は振り替えを少なくして普通交付税そのもので保障される仕組み

がより明確になる可能性がある。 

  いわば財政力にもとづく普通交付税配分の財政調整機能がこの算定には組み込まれて

いる。この仮定については今後、財源不足額基礎方式への移行過程を追いつつ検証する

必要がある。 

 

 

 6. 特別交付税の動向 ― 震災対策との関係＜資料３＞ 

 

 今年度は地財計画が確定後に東日本大震災が発生し、復旧復興に対する多大な財政需要

が生じた。政府は遅まきながら度重なる補正予算編成や特例法を制定し対応しているが、

地方交付税制度においては、今年度は主に特別交付税の増額で対応することになった。そ

こで特別交付税の動向について震災対策を中心にその経過を述べることにする。 

 今年度の特別交付税は各次補正予算における増額措置、改正地方交付税法にもとづく特

例交付、定例交付の３局面でとらえることができる。 

 まず、各補正予算の経過と内容をみてみよう。 

 

◆ 補正予算による増額 

 ● 第一次補正予算（５月２日成立、特別交付税総額1,200億円） 

   ５月２日に迅速な応急復旧を進めるために「東日本大震災に対処するための特別の
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財政援助及び助成に関する法律（以下「東日本財特法」と呼ぶ）が成立し、当面の被

災地復旧へ向けた法的な足がかりを築き、あわせて震災関係経費総額４兆153億円に

上る第一次補正予算が成立した。この予算で阪神・淡路大震災の先例を踏まえ、地方

交付税総額に1,200億円が加算され、「平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に

関する法律（以下「特例法」と呼ぶ）」（５月２日成立）にもとづき、その全額を特

別交付税とした。財源は国の一般会計から交付税特別会計への繰り入れによる。 

   予定されている対象経費は以下の通りである。 

  ① 災害対策にかかる12月交付分の算定対象経費の一部 490億円 

  ② 行政機能の維持、被災者支援応急対応経費等    280億円 

  ③ 被災地域の応援に要する経費           430億円 

 ● 第二次補正予算（７月25日成立、地方交付税総額5,455億円） 

   第二次補正予算（予算総額１兆9,988億円）は2010年度国税決算の剰余金を財源と

しており、地方交付税については法定率分の国税決算上振れ分（2010年度精算分）と

して5,455億円が総額に加算された。このうち当初の地方交付税算定見込み額と法定

率分との差額（いわゆる調整率分相当分）の881億円は、普通交付税として各自治体

に還元される一方、残り4,573億円については特別交付税の加算に回され、震災復興

需要に対応させることとなった(４)。 

   この結果、第一次補正増額分とあわせて特別交付税総額は１兆6,195億円となった。 

 ● 第三次補正予算（11月21日成立、特別交付税総額1兆6,635億円） 

   第三次補正予算（総額12兆1,025億円 うち震災対策11兆7,335億円）は、将来的な

復興増税を担保とした赤字国債（復興債）を財源とする本格的な復興予算となった。 

   特別交付税については改正「特例法」にもとづき「震災復興特別交付税（以下「復

興交付税」と呼ぶ）」として１兆6,635億円が加算され、同交付税については翌年度

への繰り越しを可能とする規定となっている。また、配分方法についても別途省令で

定めることとされた。 

   復興交付税の交付時期は３月の予定だが、このうち1,365億円は2012年度に繰り越

                                                                                 

(４) 第一次補正の1,200億円の加算は「特例法」にもとづくが、第二次補正の加算は、地方交付

税法第６条第２項、第６条の３第１項にもとづくもので法令根拠が異なっている。なお、「地

方財政」2011年８月号では4,571億円となっているが、その後子ども手当の特例措置法（８月

26日）成立にともなう普通交付税の再算定を受けて修正された。なお、両者の合計額が１億円

不足しているのは四捨五入の関係による。 
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されることが決定している。 

   第三次補正により特別交付税総額は繰り越し分も含めて３兆2,832億円となった。 

 

◆ 特例交付 

 ● 第１回交付（４月８日 総額762億28百万円） 

   前述の改正地方交付税法にもとづき、災害救助法適用の190市町村（不交付団体含

む）およびその所在７県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉）、さらに一

定以上の応援を行った地方自治体（都道府県、市町村）に対して、特別交付税の特例

交付が行われ、通常12月交付分となるものが４月８日付けで交付された。 

   算定方法は通常の省令とは別に「地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別

交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令（平

成23年４月８日総務省令第37号）」にもとづいている。 

   交付額は以下の通りである。 

 
 

 被災自治体  （704億56百万円） 

  道府県分   304億85百万円 

  市町村分   399億71百万円 

 被災自治体以外（57億72百万円） 

  道府県分   27億11百万円 

  市町村分   30億61百万円 

 対象経費は以下の通りである。 

 ① 災害対策にかかる12月交付分の算定対象経費の一部         504億円 

 ② 行政機能の維持、被災者支援応急対応経費等            199億円 

 ③ 被災地域の応援に要する経費                    59億円 

 
 

   なお、災害対策にかかる12月交付分に関する特例交付については、被災自治体の４

月１日時点の基礎データを採用しており、具体的には災害復旧事業費、り災世帯数、

浸水家屋の戸数、農作物被害面積、死者行方不明者数があげられる。 

 ● 第２回交付（９月20日 総額1,748億円） 

   ９月20日に第２回目の特例交付が実施された。今回は５月２日に成立した「東日本

大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（東日本財政援助
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法）」にもとづき、当該政令で定める特定被災地方公共団体および特定被災区域内の

うち特定被災地方公共団体以外の市町村を交付対象とし、９県（従来の７県に新潟県、

長野県が追加）および222市町村に対して交付された(５)。 

   算定方法は第１回と同様に別途「地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別

交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令（平

成23年９月20日総務省令第130号）」にもとづいている。 

   交付額は以下の通りである。 

 
 

 被災自治体   （894億04百万円） 

  道府県分    442億73百万円 

  市町村分    451億31百万円 

 被災自治体以外（853億48百万円） 

  都道府県分   657億41百万円 

  市町村分    196億07百万円 

 対象経費は以下の通りである。 

 ① 災害対策にかかる12月交付分の算定対象経費の一部         569億円 

 ② 警戒区域等に存する県及び市町村における12月交付分に準じた算定分 61億円 

 ③ 庁舎移転に伴う行政機能の維持等に係る経費            85億円 

 ④ 被災地域の応援に要する経費                   34億円 

 ⑤ 被災者生活再建支援基金への拠出に係る経費            801億円 

 ⑥ 消防団基金への拠出に係る経費                  197億円 

 
 

 

◆ 12月定例交付（12月13日決定 総額5,294億円） 

  12月の定例交付では震災関連および例年分の交付が行われ、震災関連では2,406億円、

例年分では2,888億円となった。少なくとも12月段階の総額でみる限り例年分について

はほぼ前年度水準以上を確保している。なお、震災分の対象は特例交付と同様に９県

222市町村となっている。 

  交付額は以下の通りである。

                                                                                 

(５) 市町村のみが指定を受けている北海道広尾町、浜中町、埼玉県久喜市を含む。 
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 震災分       （2,406億円） 

  被災自治体 （2,354億円） 

   道府県分  2,010億円 

   市町村分    344億円 

  被災自治体以外（53億円） 

   都道府県分    17億円 

   市町村分     36億円 

 例年分       （2,888億円 前年度比伸び率4.4％） 

  都道府県分    829億円（同伸び率△0.9％） 

  市町村分    2,059億円（同伸び率6.7％） 

 主な対象経費は以下の通りである。 

 【震災分】 

  取り崩し型復興基金の設置                   1,960億円 

  災害復旧事業費及びり災世帯数等にもとづく算定          326億円 

  被災地域の応援（職員派遣等）および被災者受け入れ         29億円 

  非常勤職員公務災害補償および消防・警察賞じゅつ金         30億円 

  被災児童・生徒等スクールバス                   ８億円 

  文化財の災害復旧                         ３億円 

  水産振興対策                           ６億円 

  原発事故関係（除染、風評被害対策等）               28億円 

  緊急防災・減災事業                        16億円 

 【例年分】 

  台風・豪雨災害等の災害対策                   195億円 

  消防・救急                           163億円 

  市町村合併の円滑化                        72億円 

  公立病院等における医療提供体制の確保              947億円 

  上下水道等の公営企業の経営基盤強化               279億円 

 
 

  以上のように12月交付までの経過をみると、まず、例年分と震災分のそれぞれの財源

を確保した上で、震災分について追加補正により総額を増やし、さらに特例交付により
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弾力的に対応している状況がうかがわれる。震災分については復興特例交付税分を中心

に約２兆円弱の交付が３月に控えており、本格的な財政支援はこれからの課題である。 

  復興特例交付税については12月７日に成立した「東日本大震災復興特別区域法」にも

とづき、同法の指定（東日本財政援助法の指定地域と同一）自治体に対して、補助ある

いは単独の復興事業の負担の一部に充当するもので、別途「東日本大震災復興交付金」

とあわせて自治体負担をゼロとするものである。地域ごとの必要に応じた復興事業の実

施とこれに対する迅速な財源措置が講じられるべきである。 

 

 

 7. 2012年度地方交付税算定の展望 

 

 １月30日に地方財政計画が閣議決定され、地方財政見通しの全体像が明らかになった。

詳細は『自治総研』2012年２月号（澤井勝「2012年度地方財政計画の特徴とこれからの課

題」）をご参照いただきたい。本稿では2012年度の地方財政計画やその他地方財政の動向

を踏まえた、新年度の地方交付税算定の論点をあげ、締めくくることとする。 

 

◆ 2012年度地方財政計画の概要 

  2012年度の地方財政見通しは総額規模で81兆8,647億円（前年度比△0.8％）、水準超

経費を除くと81兆2,147億円（△0.7％）と減少しており、規模としては2000年度以降で

最小である。また、水準超経費を除く規模では2009年度とほぼ同水準である。 

  このうち地方交付税総額（出口ベース）は17兆4,545億円（0.5％）、一般財源総額も

59兆6,241億円（0.2％）、水準超経費を除くと58兆9,741億円（0.3％）と、2010年６月

に閣議決定した財政運営戦略に明記された地方の一般財源水準の保障を達成した。この

結果から予想される2012年度の各自治体の一般財源の見通しは、おおむね安定的に確保

できるものと予想される。 

  歳出では一般行政経費（1.0％）、うち国民健康保険・後期高齢者医療関係経費

（19.3％）、維持補修費（0.6％）を除き、前年度比減となっており、なかでも投資的

経費は国の公共事業削減を踏まえて△3.6％と引き続き減少幅が大きい。 

  このほか歳出の特徴として、従来の地方再生対策費、地域活性化・雇用等対策費を整

理統合した「地域経済基盤強化・雇用等対策費」の新設が注目される。総額は１兆

4,950億円と前年度の両費目の合計に比べて△0.3％となっている。 
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  この臨時項目の創設をもとに、2012年度の普通交付税の算定では、地方再生対策費と

雇用対策・地域資源活用推進費を統合して、新たに「地域経済・雇用対策費」を創設し、

7,400億円（道府県分3,300億円、市町村分4,100億円）程度を算定し、残りの6,100億円

分は2011年度同様、各種費目の単位費用に加算される予定である。 

  新たな臨時項目は従前の２項目の格差是正算定の機能が引き継がれる見通しであるが、

具体的な算定方法は新年度後の省令改正に委ねられる。 

  歳入では地方税（0.8％）、地方譲与税（4.0％）、地方交付税（0.5％）が伸びる一方

で、地方特例交付金、国庫支出金、地方債などが減少している。このうち地方債の高い

割合を占める臨財債は△4.0％と財源不足の圧縮を反映して、２年連続で減少している。 

 

◆ 普通交付税算定の見通し 

  以上の地財計画の条件のもとで、普通交付税の基準財政需要額の伸び率は、個別算定

経費（臨時項目、公債費、事業費補正除く）では道府県分0.5％、市町村分0.0％、包括

算定経費では道府県分△1.0％、市町村分△2.0％が見込まれており、地財計画の減少傾

向を反映して基準財政需要額の各項目の減少要因が多いことが推察される。 

  そこで2012年度の算定動向の主要な決定要因である単位費用の動向をみてみよう。図

表15は2012年２月現在、国会で審議中の地方交付税法改正案に示された来年度の単位費

用を今年度と比較したものである。個別単位費用の増減要因は現時点では明らかではな

いが、道府県分、市町村分ともに社会保障関連、産業経済費の一部、地域振興費や臨時

項目である地域経済・雇用対策費、包括算定経費（面積）などが増加しているが、全般

的には2011年度同様、減少項目が目立つ。 

  臨時項目である地域経済・雇用対策費の単位費用は、道府県、市町村いずれも2,000

円台であり、基準財政需要額の項目としては大きな金額であり、引き続き格差是正算定

による小規模自治体などへのプラスの効果をもたらすことが予想される。 

  以上、地財計画を踏まえた単位費用の状況から、普通交付税算定の構造はほぼ2011年

度を踏襲し、別枠加算の見直しを除けば大きな算定の変化はないとみられる。しかも

2009年度以来のいわゆる別枠加算を、臨時項目や各種単位費用に算入し、基準財政需要

額をかさ上げする算定方法が継続している。各自治体の交付税配分は社会保障関連と臨

時項目の算定結果に依存しているとみることができる。 

  この点では5.の総括で指摘した算定の臨時経費によるピンポイント補正の傾向は、項

目の整理統合による地域経済・雇用対策費への集約でより強く表れている。 
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図表15 単位費用の状況 

 
(道府県分）     (円） (市町村分)      (円) 

費  目 測定単位 2011 2012 伸び率 費  目 測定単位 2011 2012 伸び率 

警  察  費 警察職員数 8,875,000 8,806,000 -0.8％ 消  防  費 人 口 11,200 11,300 0.9％ 

道路の面積 161,000 160,000 -0.6％ 道路の面積 82,400 79,600 -3.4％ 
道路橋梁費 

道路の延長 2,075,000 2,013,000 -3.0％
道路橋梁費

道路の延長 219,000 206,000 -5.9％ 

河 川 費 河川の延長 173,000 172,000 -0.6％ 係留施設の延長 28,900 27,600 -4.5％ 

係留施設の延長 29,300 29,200 -0.3％
港湾費(港湾)

外郭施設の延長 6,110 6,100 -0.2％ 
港湾費(港湾) 

外郭施設の延長 6,110 6,100 -0.2％ 係留施設の延長 11,900 11,600 -2.5％ 

係留施設の延長 11,900 11,500 -3.4％
港湾費(漁港)

外郭施設の延長 4,400 4,380 -0.5％ 
港湾費(漁港) 

外郭施設の延長 6,040 5,980 -1.0％ 都市計画費 都市計画区域における人口 1,050 1,010 -3.8％ 

土 
 
木 
 
費 

その他の土木費 人 口 1,640 1,550 -5.5％ 人 口 611 561 -8.2％ 

小 学 校 費 教 職 員 数 6,614,000 6,435,000 -2.7％
公 園 費

都市公園の面積 37,700 37,700 0.0％ 

中 学 校 費 教 職 員 数 6,677,000 6,484,000 -2.9％ 下 水 道 費 人 口 94 94 0.0％ 

教 職 員 数 7,199,000 6,998,000 -2.8％

土

木

費

その他の土木費 人 口 1,880 1,820 -3.2％ 
高等学校費 

生 徒 数 68,000 67,900 -0.1％ 児 童 数 43,300 44,800 3.5％ 

教 職 員 数 6,496,000 6,322,000 -2.7％ 学 級 数 916,000 914,000 -0.2％ 
特別支援学校費 

学 級 数 2,405,000 2,247,000 -6.6％

小 学 校 費

学 校 数 9,463,000 9,441,000 -0.2％ 

人 口 1,860 1,830 -1.6％ 生 徒 数 41,700 42,300 1.4％ 

高等専門学校及び
大学の学生の数

243,000 242,000 -0.4％ 学 級 数 1,211,000 1,149,000 -5.1％ 

教 
 
育 
 
費 

その他の教育費 

私立の学校の幼児、
児童及び生徒の数

262,900 266,400 1.3％

中 学 校 費

学 校 数 9,971,000 9,917,000 -0.5％ 

生活保護費 町村部人口 8,170 8,770 7.3％ 教 職 員 数 7,269,000 7,096,000 -2.4％ 

社会福祉費 人 口 11,600 12,000 3.4％
高等学校費

生 徒 数 78,900 81,200 2.9％ 

衛 生 費 人 口 12,500 14,400 15.2％ 人 口 5,200 5,180 -0.4％ 

65歳以上人口 51,400 48,000 -6.6％

教

育

費

その他の教育費
幼稚園の幼児数 355,000 353,000 -0.6％ 

高齢者保健福祉費 
75歳以上人口 101,000 91,500 -9.4％ 生活保護費 市 部 人 口 8,370 8,970 7.2％ 

厚
生
労
働
費 

労 働 費 人 口 565 535 -5.3％ 社会福祉費 人 口 18,800 19,600 4.3％ 

農業行政費 農 家 数 120,000 119,000 -0.8％ 保健衛生費 人 口 6,570 6,460 -1.7％ 

公有以外の林野の面積 5,110 5,020 -1.8％ 65歳以上人口 70,800 65,600 -7.3％ 
林野行政費 

公有林野の面積 15,800 15,800 0.0％
高齢者保健福祉費

75歳以上人口 92,000 81,400 -11.5％ 

水産行政費 水産業者数 335,000 330,000 -1.5％

厚
生
費

清 掃 費 人 口 5,440 5,230 -3.9％ 

産
業
経
済
費 

商工行政費 人 口 2,290 2,280 -0.4％ 農業行政費 農 家 数 90,700 83,800 -7.6％ 

徴 税 費 世 帯 数 6,650 6,350 -4.5％ 林野水産行政費
林業及び水産業
の 従 業 者 数

285,000 289,000 1.4％ 

恩 給 費 恩給受給権者数 1,201,000 1,139,000 -5.2％

産
業
経
済
費 商工行政費 人 口 1,480 1,480 0.0％ 

総
務
費 

地域振興費 人 口 761 773 1.6％ 徴 税 費 世 帯 数 5,800 5,300 -8.6％ 

地方再生対策費 人 口 969  皆減 戸 籍 数 1,550 1,540 -0.6％ 

雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 680  皆減 
戸籍住民基本台帳費

世 帯 数 2,880 2,360 -18.1％ 

地域経済・雇用対策費 人 口  2,630 皆増 人 口 2,230 2,280 2.2％ 

人 口 12,120 11,960 -1.3％

総
務
費

地域振興費
面 積 1,219,000 1,219,000 0.0％ 

包 括 算 定 経 費 
面 積 1,262,000 1,291,000 2.3％ 人 口 1,260  皆減 

      

地方再生対策費
耕地及び林野面積 900  皆減 

      雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 526  皆減 

      地域経済・雇用対策費 人 口  2,340 皆増 

      人 口 22,500 22,070 -1.9％ 

      

包 括 算 定 経 費
面 積 2,564,000 2,583,000 0.7％ 

(資料) 衆議院ホームページ、地方交付税法改正案より作成 

(注) 網掛けは前年度比マイナスの項目
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◆ 臨財債の財政調整機能の拡大 

  臨財債算定の人口基礎方式から財源不足額基礎方式への移行期間の３年目となり、さ

らに後者の算定方式へのウエイトが高まり、財政力の差による普通交付税から臨財債へ

の振替率の差が自治体間でいっそう顕著になることが予想される。相対的に財政力が高

い自治体では、先を見据えた臨財債の発行管理がより求められるだろう。 

 

◆ 一般財源総額確保の虚実 

  2012年度は、子どものための手当への移行、国民健康保険の都道府県調整交付金の拡

大、子育て支援関連交付金の一般財源化、いわゆる地域主権戦略大綱にもとづく第二次

一括法による都道府県から基礎自治体への権限移譲など、各種制度改革による追加的な

地方負担が多い年である。このうち年少扶養控除の廃止にともなう追加的な財源がとも

なうものもあるが、権限移譲については単位費用や補正係数にどこまで算入されるのか、

現時点では不明である。 

  いずれにしても2011年度に比べて地方の一般財源負担が増加することは明らかであり、

その点では新年度の一般財源総額確保という見通しは、実は追加的な負担増にともなう

財源が不十分であることを意味しているのではないかと懸念をもっている。 

  この懸念は普通交付税算定においても同様であり、基準財政需要額に関連経費がいか

にして反映されているのか、今後の政省令の状況に注視すべきである。とりわけ権限移

譲にかかわるものについては事務内容が多岐にわたるため、道府県算定から市町村算定

への振り替えが確実に行われる必要がある。 

  知らぬ間に「財源なき義務付け」がなされることがないように、地方側として各種制

度改革と税財源との関係についてしっかりと検証していくことが求められる。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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